
 

鳥取県漁業経営能力向上促進事業費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。以下「規則」とい

う。）第４条の規定に基づき、鳥取県漁業経営能力向上促進事業費補助金（以下「本補助金」という｡）の

交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 近年の燃油高騰等による漁業経費の増加、環境の変化による水産資源の減少及び魚価の低迷等による

漁業収入の減少により、経営基盤の小さな沿岸漁業は経営状況が悪化しており、設備投資など積極的な経営

改善が困難な状況にある。 

沿岸漁業者（県内の漁業協同組合に所属するものに限る。）が経営改善に取組みやすい環境を整備し、本

県の沿岸漁業を持続可能な産業として具体的な施策を定めた「沿岸漁業振興ビジョン（平成２０年１２月制

定）」の重要課題の一つである「漁業経営の効率化」を図ることで中核的漁業者を増やし、本県沿岸漁業の

産業基盤を強化する。 

  また、燃油高騰緊急対策として、省エネを推進する漁業者を支援する。 

 

（補助金の交付） 

第３条  県は、前条の目的の達成に資するため「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和５１

年法律第４３号）」にかかる漁業経営改善計画（以下「改善計画」という。）に基づき、経営能力向上のた

めの事業（以下「補助事業」という。）を行う者のうち、次の要件を全て満たす県内の沿岸漁業者に対して、

予算の範囲内で本補助金を交付する。ただし、別表２の第１欄に掲げる経費については、同表の第５欄に掲

げる者を補助対象とし、改善計画の策定の有無は問わず、次の要件を満たす必要はないものとする。 

(１)２０ｔ未満の漁船漁業を主たる生業としている者。ただし、漁船漁業を主たる生業としていない者であ

っても、過去３年間の水揚高（金額）の平均が、所属する漁業協同組合又は漁業協同組合支所の専業の漁

業者の平均を上回っていることを様式第６号により所属する漁業協同組合長が証明した場合には、漁船漁

業を主たる生業としている者とみなすこととする。 

(２)改善計画を実施中の者で改善計画策定時の年齢が満６５歳未満である者 

(３)過去３年間に平均９０日以上の出漁実績があることを様式第７号により所属する漁業協同組合長が証明

した者 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表１及び別表２の第１欄に掲げる経費の額（消費税及び地方消費税

を除いた経費（以下「補助対象経費」という。）。ただし、同表の第４欄に定める額を限度とする。）に、

同表の第３欄に定める率を乗じて得た額以下とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例(平成２３年１２月鳥取県条例第６８号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあ

たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、事業の着手を希望する日の３０日前までに行わなければならない。 

ただし、操業の都合により、やむを得ない場合はこの限りではない。 

２  規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ別表１の第１欄に掲げ

る経費にあっては様式第１号及び様式第２号により、別表２の第１欄に掲げる経費にあっては様式第３号及

び様式第４号によるものとする。 

３ 別表１及び別表２の事業は、１隻につきそれぞれ１度しか申請できないものとする。 

４ 別表２の（１）から（３）の事業は、補助金の交付申請、請求、受領及び報告等に関する手続きについて、

漁業協同組合が事業実施主体から委任を受けて一括して行うことができるものとする。 



５ 別表２の（４）事業は、補助金の交付申請、請求、受領及び報告等に関する手続きについて、漁業協同組

合、漁業組合その他知事が認めた者が事業実施主体からの委任を受けて一括して行うこと。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として申請を受けた日から３０日が経過する日までの間に行うものとす

る。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第５号によるものとする。 

 

（着手届を要しない場合） 

第６条 規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する場合以外のすべて  

の場合とする。 

 

（承認を要しない変更） 

第７条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(１) 本補助対象経費の増額に係るもの 

(２) 機器又は漁法の変更  

(３) 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和５１年法律第４３号）」に基づく漁業経営改善

計画の変更を伴う変更 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第８条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

(１) 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日か

ら２０日を経過する日 

(２) 規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の４

月１０日 

２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ別表１

の第１欄に掲げる経費にあっては様式第１号及び様式第２号により、別表２の第１欄に掲げる経費にあって

は様式第３号及び様式第４号によるものとする。 

 

（財産の処分制限） 

第９条 規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省

令１５号）に定める耐用年数に相当する期間とする。ただし、同令に定めのない財産については、知事が別

に定める期間とする。 

２ 規則第２５条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 取得価格又は効用の増加価格が５００千円以上の機械及び器具 

(２) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるもの 

３ 第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。 

 

（収益納付） 

第１０条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、規則第２５条第２項の知事の承認を受けて処分し

たことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から１０日以内に、知事にその旨を報

告しなければならない。 

２ 前項の場合において、知事がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示したときは、

補助事業者は、これに従わなくてはならない。 

 

（雑則） 

第１１条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、農林水産部長が別

に定める。 



 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年３月２５日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２２年３月３０日から施行し、平成２２年度に係る補助事業から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２３年６月２４日から施行する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２４年３月１９日から施行し、平成２４年度に係る補助事業から適用する。 

 

   附 則 

この改正は、平成２４年７月４日から施行し、平成２４年度に係る補助事業から適用する。なお、別表２

の（１）から（３）の事業については、平成２４年度から平成２５年度までに実施する事業について実施す

る。  

 

   附 則 

 この改正は、平成２５年１月７日から施行し、平成２４年度に係る補助事業から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２５年３月２２日から施行し、平成２５年度に係る補助事業から適用する。 

 

   附 則 

 この改正は、平成２５年７月２２日から施行し、平成２５年度に係る補助事業から適用する。なお、別表２

の（４）については、平成２５年４月１日以降の事業から適用する。 

 

 

    



別表１（第３条関係） 

１ 

補助対象経費 

２ 

補助対象機器等の基準 

３ 

補助率 

４ 

補助対象経費の上限額 

(１) 漁船用省エネ

 機関の購入経費 

  

次の条件をすべて満たすものであること。 

（１）沿岸漁業改善資金助成法（昭和５４年法

律第２５号。以下「法」という。）に基づき

鳥取県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和５５

年鳥取県規則第１号）で定めた沿岸漁業改善

資金事務取扱要領（昭和５５年５月鳥取県農

林水産部長通知。以下「改善資金要領」とい

う。）別表の経営等改善資金の第４燃料油消

費節減機器等設置資金の（１）漁船用環境高

度対応機関の基準を満たす機関であること。 

（２）改善計画の計画内容に沿った機関である

こと。 

１／３ 

７００万円 

(２)漁船用機器の

購入経費 

 

次の条件をすべて満たすものであること。 

（１）法に基づく沿岸漁業改善資金の貸付対象

となっている機器等については、改善資金要

領別表に定められた基準を満たす機器。ただ

し、別表に定めがない機器については農林水

産部長が別に定めるものとする。  

（２）改善計画の計画内容に沿った機器である

こと。 

鳥取県沿岸漁業改善資金

貸付基準（昭和５５年１月

１８日鳥取県告示第６０号

。以下「貸付基準」という

。）の貸付限度額。 

ただし、購入する機器の

合計が２００万円を超える

場合は２００万円。 

(３)漁法転換のた

めに必要な漁具

等の購入経費 

次の条件をすべて満たすものであること。 

（１）漁業者自らが漁具を製作する場合は、購

入する部材が目的の漁法に必要なものである

こと。  

（２）改善計画の計画内容に沿った漁具である

こと。 

１００万円 

(４)漁船の改造の

ために必要な経

費 

 

次の条件をすべて満たすものであること。 

（１）燃油使用率の削減等経営の改善に資する

ことが明らかである改造であること。 

（２）改善計画の計画内容に沿った改造である

こと。 

２００万円 

 

（注１）県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県

が認めた場合については、この限りではない。 

（注２）１ 補助対象経費のうち、（２）～（４）は組み合わせて利用できるものとするが、（１）は（２）

～（４）のいずれとも組み合わせて利用できないものとする。 



 

別表２（第３条関係） 

１ 

補助対象経費 

２ 

補助対象機器等の基準 

３ 

補助率 

４ 

補助対象経費の上限額 

(１隻あたりの額) 

５ 

補助事業者 

(１)沿岸漁船用の作業

灯をＬＥＤ化するた

めに必要な経費 

沿岸漁船用の作業用に用いるこ

とを目的としたＬＥＤ灯及び関

連装置であること。 

１／３ 

３０万円 県内の２０ｔ

未満の漁船漁

業を営む沿岸

漁業者 

(２)沿岸漁船用の白イ

カ用集魚灯をＬＥＤ

化するために必要な

経費 

沿岸漁船用の白イカ集魚用に用

いることを目的としたＬＥＤ灯

及び関連装置であること。 
１００万円 

(３)沖合底びき網漁船

用の作業灯をＬＥＤ

化するために必要な

経費 

沖合底びき網漁船用の作業用に

用いることを目的としたＬＥＤ

灯及び関連装置であること。 
３００万円 

県内の沖合底

びき網漁業者 

(４)船底等付着物防汚

作業のために必要な

経費 

 

 

 

省エネに資するため、船底等の

付着物を除去し塗装を施すため

に要する経費（ただし、１t未満

の漁船及び船外機船は除く。） 

5t未満の漁船 

３万円 

5t以上10t未満の漁船 

４万５千円 

10t以上20t未満の漁船 

１２円 

20t以上の漁船 

３０万円 

県内の漁業者 

（注１）県内事業者が施工を行ったものに限る。ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県

が認めた場合については、この限りではない。 

（注２）１ 補助対象経費のうち、（１）及び（２）は組み合わせて利用できるものとする。 

（注３）別表２の事業は、別表１の事業と組み合わせて利用できるものとする。 

 

 



様式第１号（第４条、第８条関係） 

 

○○年度鳥取県漁業経営能力向上促進事業計画（報告）書 

 

１ 申請者の状況 

（１）氏名（生年月日）         （ 年  月  日） 

（２）漁業経営改善計画の認定日       年  月  日 

（３）使用している漁船の漁船登録番号 

   （漁船名・トン数） 

第        号 

（      ・   トン） 

（４）過去３年間の出漁日数の平均 平均    日 

 １年前（平成  年  月～  月まで）                  日 

２年前（平成  年  月～  月まで）             日 

３年前（平成  年  月～  月まで）             日 

注 「漁業経営改善計画」とは、「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和５１年法律第

４３号）」に基づき、漁業者が作成する経営改善計画 

２ 事業の目的 

 

３ 事業の内容 

（漁業経営改善計画の内容と変わっている場合は理由も記入すること） 

  

 

４ 事業に要する経費の配分 

                                （単位：円）  

事業種目 購入機器・漁具名等 

補助対象 

経  費 
（算定基準額） 

(A)+(B) 

負 担 区 分 

県 
(A) 

その他 
(B) 

(１)漁船用省エネ機関の購

入経費 

    

(２)漁船用機器の購入経費     

(３)漁法転換のために必要

な漁具の購入経費 

    

(４)漁船改造のために必要

な経費 

    

注 「購入機器・漁具名等」の欄には、（３）は取り組む漁法も併せて記入すること。（４）は改造の内

容を記載すること。 

 

５ 事業完了（予定）年月日 

    平成    年    月    日 

 

６ その他添付書類 

（１） 漁業経営改善計画の認定通知の写し 

（２） 別紙様式第７号（出漁日数証明書） 

（３） 購入する機器又は漁具及び漁船改造の仕様書及び見積書 

（４） 購入した機器又は漁具及び漁船改造の領収書等支払いを証明する書類 

注 事業計画書には（１）～（３）の書類を添付し、事業報告書には（４）を添付すること。 

 

７ 県内事業者への発注が困難である場合の理由 

※ 県内事業者への発注が困難であることがあらかじめわかっている場合は、理由を記載すること。



様式第２号（第４条、第８条関係） 

 

○○年度鳥取県漁業経営能力向上促進事業収支予算（決算）書 

 

 

１  収入の部     

（単位：円） 

区 分 
本年度予算額 

(本年度決算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

 

県補助金 

     

 

そ の 他 

 

     

 

計 

 

     

（注）制度資金を利用する予定がある場合は、その他の備考欄に制度資金名を記入すること。 

 

 

２ 支出の部 

（単位：円）                                                              

事業種目 
本年度予算額 

(本年度決算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

(１)漁船用省エネ機関の

購入経費 

     

(２)漁船用機器の購入経

費 

     

(３)漁法転換のために必

要な漁具の購入経費 

     

(４)漁船改造のために必

要な経費 

     

計 
     

 

 



様式第３号（第４条、第８条関係） 

 

○○年度鳥取県漁業経営能力向上促進事業計画（報告）書 

 

１ 申請者の状況 

（１）氏名  

（２）使用している漁船の漁船登録番号 

   （漁船名・トン数） 

第        号 

（      ・   トン） 

 

２ 事業の目的 

 

 

３ 事業の内容 

 

 

４ 事業に要する経費の配分 

                                （単位：円）  

事業種目 購入機器名・数量等 

補助対象 

経  費 
（算定基準額） 

(A)+(B) 

負 担 区 分 

県 
(A) 

その他 
(B) 

(１)沿岸漁船用の作業灯を

ＬＥＤ化するために必要

な経費 

    

(２)沿岸漁業用漁船の白イ

カ用集魚灯をＬＥＤ化す

るために必要な経費 

    

(３)沖合底びき網漁船用の

作業灯をＬＥＤ化するた

めに必要な経費 

    

(４)船底等付着物防汚作業

のために必要な経費 

    

 

５ 事業完了（予定）年月日 

    平成    年    月    日 

 

６ その他添付書類 

（１）購入する機器等の仕様書及び見積書 

（２）購入する機器等の設置予定場所がわかる写真や図面 

（３）購入した機器等の領収書等支払いを証明する書類 

（４）船底等付着物防汚作業については、別紙「船底等付着物防汚作業対象漁船内訳（計画（実績））」 

注 事業計画書には（１）、（２）、（４）の書類を添付し、事業報告書には（３）、（４）を添付すること。 

 

７ 県内事業者への発注が困難である場合の理由 

※ 県内事業者への発注が困難であることがあらかじめわかっている場合は、理由を記載すること。



様式第４号（第４条、第８条関係） 

 

○○年度鳥取県漁業経営能力向上促進事業収支予算（決算）書 

 

 

１  収入の部     

（単位：円） 

区 分 
本年度予算額 

(本年度決算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

 

県補助金 

     

 

そ の 他 

 

     

 

計 

 

     

（注）制度資金を利用する予定がある場合は、その他の備考欄に制度資金名を記入すること。 

 

 

２ 支出の部 

（単位：円）                                                              

事業種目 
本年度予算額 

(本年度決算額) 

前年度予算額 

(本年度予算額) 

比 較 増 減 
備 考 

増 減 

(１)沿岸漁船用の作業灯を

ＬＥＤ化するために必要

な経費 

     

(２)沿岸漁業用漁船の白イ

カ用集魚灯をＬＥＤ化す

るために必要な経費 

     

(３)沖合底びき網漁船用の

作業灯をＬＥＤ化するた

めに必要な経費 

     

(４)船底等付着物防汚作業

のために必要な経費 

     

計 
     

 

 

 



様式第５号（第５条関係） 

番     号   

年  月  日  

 

            様 

 

職  氏  名    印 

   

 

平成  年度鳥取県漁業経営能力向上促進事業費補助金交付決定通知書 

 

 

   年 月 日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった鳥取県漁業経営能力向上促進

事業費補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規

則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したの

で、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 対象事業 

本補助金の対象事業は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 交付決定額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合

におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 

  (1) 算定基準額          金          円 

  (2) 交付決定額          金          円 

 

３  経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載されてい

るとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 

 

４  交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、鳥取県漁業経営能力向上促進事業費補助金交付

要綱（平成２１年３月２５日付第２００８００１８９４６０号鳥取県農林水産部長通知。以下「要綱」とい

う。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の(2)の交付決定額（変更された場合は、変更後

の額とする。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 財産の処分制限 

  要綱第９条第１項の知事が別に定める期間及び同条第２項第２号の知事が別に定めるものは次のとおり

とする。 

区分 品名 期間 

要綱第９条第１項の規定により知事が別に定め

るもの 

  

同条第２項第２号の規定により知事が別

に定めるもの 

  

 

６  補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければならない。 



様式第６号（第３条関係） 

 

 

水 揚 高 証 明 書 

 

 

 

鳥取県知事        様 

 

 

 

下記のとおり水揚高を証明します。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

○○漁業協同組合組合長 ○○○○  印 

 

 

 

記 

 

１ 漁業者の住所及び氏名 

住 所  

氏 名  

  

２ 過去３年間の水揚高（金額） 

 漁業者 
漁業協同組合又は漁業協同組

合支所の専業の漁業者の平均 

 

１年前 

（平成  年  月～  月まで） 
      円 円 

２年前 

（平成  年  月～  月まで） 
円 円 

３年前 

（平成  年  月～  月まで） 
円 円 

過去３年間の水揚高の平均 平均         円 平均         円 

 



様式第７号（第３条関係） 

 

 

出 漁 日 数 証 明 書 

 

 

 

鳥取県知事        様 

 

 

 

下記のとおり出漁日数を証明します。 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

○○漁業協同組合組合長 ○○○○  印 

 

 

 

記 

 

１ 漁業者の住所及び氏名 

住 所  

氏 名  

  

２ 過去３年間の出漁日数 

過去３年間の出漁日数の平均 平均    日 

 １年前（平成  年  月～  月まで）       日 

２年前（平成  年  月～  月まで）       日 

３年前（平成  年  月～  月まで）       日 

 



別紙  
船底等付着物防汚作業対象漁船内訳（計画（実績）） 

 
申請者名                            

（単位：円） 

№ 支所名 漁船所有者名 
漁   船 補助対象経費 

(A)＋(B) 

負担区分 事業実施 

(予定)日 

漁協等確認欄 

漁 船 名 登 録 番 号 トン数 県補助金(A) その他(B) 確認年月日 確認方法 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

（注）漁協等確認欄は、実績報告時に記入すること。 


